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所
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論
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四
笛
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五
節
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六
節

第
七
節
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大

森

研

造

手
形
交
換
所
の
意
義

手
形
交
換
所
の
沿
革

懇

換
所
制
度
の
籍

上
に
及
ぼ
一

手
形
交
換
所
の
組
織
及
交
換
方
法

代

理

交

、
換

鵡

換麗

　

裁

」

難

繰

手
形
交
換
析
制
度
論
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一

戦
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末
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繍穰

購
離
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載

第
三
節

手
形
交
換
所
制
度
の
経
済
上
に

及
ぼ
す
敷
果

手
形
交
換
所
制
度
は
預
金
振
替
制
度

ε
相
俟
ち
て
、

現
世
銀
行

の
深
用
せ
る
諸
制
度
中
景
も
稠
揚
す

べ
き
も

の
に
臆

し
、
そ
の
経
済
上
に
及
ば
す
敷
果
に
至
b
て
は

手
形
交
換
所

の
.職
分
の
漸
次
横
張
せ
ら
る
、
ざ
共
に
盆

々
耽
八重
一髪
の
推
度
を
加

へ
、
A
「.や
纒
い済
上
直
接
間
接
に

幾
多

の
利
益
を
與

ふ
る
に
至
れ
り
、
以
下
其
飲
泉

の
主

な
る
も
の
を
掲
げ
て
之
を
説
明
せ
ん
`
す
。

」
ノ

手
形
交
換
所
は
銀
行
を
し
.て
手
形
小
切
手

の
取

(

立
及
び
支
携
に
要
す
る
煩
勢
ピ
危
険
巴
を
省
略

,

せ
し
む
、

抑
も
手
形
交
換
開
始
の
目
的
は
、
其
沿
革
上
よ
り
之

を
見
れ
げ
他
行
宛
手
形
の
取
立
を
便
な
ら
し
む
る
に
在

b
て
、
之
に
由
り
支
挑
準
備
金
の
減
少
を
得
る
が
如
き

は
寧
ろ
其
結
果
こ
な
す

べ
し
、
即
ち
銀
行
を
し
て
手
形

の
取
立
及
び
支
佛
に
要
す
る
煩
勢
を
節
約
せ
ん
ε
す
る
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十
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は
實
に
手
形
交
換
開
始
の
目
的
な
り
ε
云
ふ

べ
し
、
蓋

し
往
塒
纒
濟
未
だ
幼
稚
に
し
て
信
用
制
度
荷
普
及
せ
す

從
て
銀
行
取
引
も
亦
頻
繁
な
ら
ざ
り
し
時
代

に
於
て
ば

銀
行
は
そ
の
受
入
れ
た
る
手
形
小
切
手
も
多

か
ら
ざ
b

し
か
ば
、

一
々
之
を
支
挑
銀
行
に
就
き
て
取
立

つ
る
こ

・
ご
も
敢
て
甚

だ
し
き
困
難

に
は
あ
ら
ざ
b
き
、
然
る
に

信
用
制
度

の
鞍
達
金
融
市
場
の
攣
遷
ε
共
r
、
銀
行
の
.

業
務
は
益
々
繁
忙
多
端
を
極

め
、
口
々
無
数
の
他
行
宛

の
手
形
小
切
手
を
受
入
る
＼
を
以
て
、
之
に
因
ウ
て
、

銀
行
相
互
間

に
手
形
よ
の
複
雑
な
る
貸
借
關
係
を
生
じ

之
を

一
.々
振
宛
銀
行
に
四王
示
し
て
之
が
販
立
を
な
さ
ん

か
、
莫
大
の
聴
聞
ε
勢
力
ご
を
室
費
せ
ぎ
る
べ
か
ら
ざ

る
の
み
な
ら
す
、
互
額

の
現
金
を
携
帯
す
る
に
當

り
て

擦
難
紛
失
の
危
険
赤
砂

か
ら
す
、
由
是
魏
之
手
形
交
換

所
は
銀
行
の
無
益
な
る
時
閻

`
勢
力
ご
を
節
約
し
且

つ

途
中
現
金
携
帯
の
危
険
を
避
く
る
む
の
に
し
て
其
経
済

上

の
敷
果
…幾
何
な
る
か
を
知
ら
ざ
る
な
り
。

ラ
　

二
.
手
形
交
換
所
は
貨
幣
を
節
約

せ
し
む
、

く

　

手
形
交
換
所
が
脛
濟
よ
及
ぼ
す
敷
果
中
特

に
著

し
き
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に
貨
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黙
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す
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手
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切

窮
十
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五
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行
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に
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現
金
の
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授
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す
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銀
行
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行
よ
b
の
手
形
又
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小
切
手
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立
に
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し
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現
金
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備
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さ
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る
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ら
す
、
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し
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銀
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金
不
足
し
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銀
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の
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手
形
交
換
所
制
度
論
(二
)

、

〔註
ノ
ニ
)

一
圃
岡
の
縄
濟
状
態

の
麩
動

な
ト
す
う
に
常
の
交
換
高

の
堆

減

11
琴
考
ず
べ
奉
好
材
料

こ
見
做
寸
べ
き

や
否
や
換
言
で
れ
ば
手
形

交
換
高
に
其
國
商
業

の
盛
衰
な
正
確
に
反
映

す
る
も

の
な
る
や
否

や

に
就
き
て

しq
∩
げ
毒
N
博
士

-i
曰
く

、猫
逸
民
ば
伊
、太
利
に
於
て

11
手

形
交
換
は
術
臓
達

の
初
期
に
憾
し
殊
に
測
逸
に
於
て
は
振
替
制
度
感

電

ろ
を
以
て
交
換
高
の
識
別
力
ば
彊
か
ら
ざ
れ
ざ
.も
英
閥
叉
は
来
園

の
如
く
此
制
度

一
般
吟
行
ば
ろ

、
に
於
て
ば
交
換
高
の
増
減

に
依
り

の

国
民
縄
潴

の
.磐
動
な
推
測
丈
得
べ
.し
」
・・。

(註

ノ
一5

手
形
交
換
所
設
立
の
從
六
ろ
結
果

ピ
し
て
近
年

に
至
り
著

し
く
其
敷
用

層
認
め
ら
れ
た
み
も
の
ぱ
赤
C
快
所
成
績

の
公
表
な
り
ご

す

、
蓋
し
商
業
上
の
活
動

ば
手
形

の
交
換
高

に
依
り

て
可
な
嚇
精
細

に
推
測
し
得
べ
き
が
放

に
此
等
続
計
上
の
報
告
ば
箕
岡
商
業
上

の
進

度

な
比
較
す

う
に
至
便
な
ろ
材
料

な
供
す

る
も
の
ピ
謂
ふ
べ
し
、
畢

責
交
換
高
o一
減
少
は
商
取
引
の
減

少
し
た
る
が
れ
め
ド
小
切
手
使
柵

の
鍛
量
減

じ
た
ろ
に
問
う
も
の
な

る
ば
論
な
春
が
如
く
変
換
高

の
如

何

に
依
り
て
揖
商
取
引
の
趨
勢
為
察
す
ろ
ド
足
る
し
の
起
り
。
抑
も

交
換
所
報
告

の
有
益
な
ろ
こ
こ
に
夙
に
繹
濟
華
奢
立
法
者
著
作
者
等

が

「
國

の
金
融
及
び
商
業

の
状
態

ド
聞
す
ろ
問
題
か
論
ず

ろ
に
営
り

大

に
認
識

ぜ
ろ
所
な

り
。
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腰
付

し
交
換
所

の
信
肝

を
利
用

し
て

一
塒
資
金

の
要

求

に
鷹
…ホ
一
る
こ

ご
、

如
斯
.手

形
交

換
所

に
種

々

の
新
職

務
を
生
す

る
に
至

り

し
結
.果

銀
行
相

互

に
監
督

を
加

ふ

る
た

め
に
互

に
督

脇

し
て
信

用
を
重
す

る
の
風
を
成

し
恐
慌

等

に
臨

ん
で

銀
行
特
業

の
共

同
作
用

を
見

る
を
得

た
る

は
勿
論

、
手

形
変
換
所

に
於

て
預
金
莉

子

、
取

立
手
敷
料
等

を

一
定

す

る
爲

め
銀
行
鞍
業
方

針
を
劃

一
す

る
の
利
益

を
生
す
.

る
に
.至
れ

り
、
而

し
て

か
.、
る
傾

向
は
漸

次
他
国

の
手

形
交
穐
所

に
於

て
も
獲

蓬

を
見

る

べ
く
、
現
今
米

国
に
.

於

て
】行
は

る

＼
此
尋
特

種
業

務
は
、
或
は
同
国
銀
行
制

度

に
因

る
も

の
あ

ろ

べ
し
ご
錐
も
、
要
す

る
に
此
等

の

現
象

は
組
合
銀
行
が
其

利
害

共
通
葱
自
箆

し
た

る
に
基

く

も

の
に
し
て
、
荷
將
來

に
於
て
も

、
手
形
.交
換
所

の

事

業
は
此

方

面
に
向

っ
て
漸

次
振
張

せ
ら

れ
、
其
経
済

.

上

の
任

務

は
盆

々
貢

き
を
加

ふ
る

に
至
る

べ
し
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叩
〔手
形
交
換
)必
で
時
こ
し
て
最
も
緊
要
な
ろ
銀
行

の
協
同
な
促
し
遂
に
に
一
般
銀
行
の
厳
引
上
に
一襟
の
例
規
な
確
立

す
る
に
至
る
べ
し
、
彼
の
一瞬
改
良
此
れ
ろ
取
引
の
方
法
、
信
用
に

、
翻
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仲
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節

手
形
交
極
所
の
組
織
及
び
交
換
万
法

第

　
欺

手
形
交
換
所

の
組
織

手
形
交
換
所

の
組
織
は
國
に
よ
b
向
ら
多
少
其
趣
を

一、
　

異

。
す

ゑ

、
大
壁

於

て
殆

怨

、、
里

・
な
り
、
即

ち

温

手
形
交
換
所
は
有
志
銀
行
が
所
謂
組
合
銀
行
を
組
織
し

冊

て
、
其
各
組
合
銀
行

に
於
て
牧
愛
し
た
る
手
形
小
切
手

眈

及

び
其
他
交
換
に
付

す
べ
き
こ
ご
を
許
可
せ
ら
れ
た
る

・m

毫

馨

・
轟

決
済
す
・
を
目
的
手

・
も
の
な

、
郎

る
が
故
に
、
手
形
交
換
所
を
設
立
せ
ん
ご
徹

せ
ぱ
先
づ

町

組
合
銀
行
を
組
織
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
、
而
し
て
組
合
銀

H
'
C

行

は
多
数
の
銀
行
を
以
て
組
織
し
、
可
成
的
多
く
の
手

形
小
切
手
を
交
換
せ
し
む
る
を
以
て
交
換
開
始

の
目
的

均

第
十
巻
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四
號
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五
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雑

鍼

手
形
交
換
所
制
度
論
〔二
)

を
達

す

べ
き

が
如

し
ε
錐
も
、
資
産

信
用

共
に
薄

弱
な

る
銀
行

を
濫
り

に
交

換
組
合

に
加
入

せ
む

る
特
は
、
却

っ
て
手
形
交
換

の
獲

達
を
阻

止
す

る
の
み
な
ら
す
、、
健

至
な

る

組
合
銀
行

に

其
災
害

を

及

ぼ
す
こ
ご

勘

か
ら

歩
、
飯

に
於

て
沓
國
手

形
交
換
所

は
皆
交

換
所
規
約
を

設
け
組
合
銀
行

に
關
す

る
幾

多

の
制

限
を
設
け

た
り
。

組
合
銀
行

に
關
す

る
規
定
は

今

一
々
之

を
述

べ
牽

ご

蹉
も
、
要
す

る
に
共

目
的

は
資
力

及
び
信
用

の
確
實

な

る
銀
行
を

以
て
組
合
銀
行

た
ら

し

め
ん

ド
}
す
る
も

の
に

し
て

、
加
入

銀
行

に
濁

し
て
は

一
定

の
保
護
金

〔註
,・
一
)

叉
は

加
入
料

(註
ノ
ニ
)
を
徴
す

ろ
の
み
な
ら
す
、
僧

組
合

銀
行
多
数

の
同
意

を
得

て

〔東
京
手
形
交
換
所
規
則
第
七
條
、

大
阪
手
形
交
換
所
規
約
第
八
條
参
照

「組
分
銀
行
総
督
の
議
に
附
し
無
記

名
投
票
に
依
り
出
席
銀
行
四
分
の
三
以
上
の
同
意
奄
要
す
」)

始

め
て

加
入

す
る

こ
ご
を
得

る
も

の
ε
.せ

り
、

〔試
ノ
三
}撚

れ
ご

も
組
合

銀
行

の
資

格
.を
妄

り
に
嚴

重
に
制

限
し
、

且

つ

組
合
銀
行

に
あ
ら

ざ
れ

ば
交
換

を
駕
す

ご
ε
を
絶

対

に

、禁
止
す

る
は
、
却

っ
て
手
形
交
換

所

の
妓
果

の
普

及
を

妨

ぐ

る
も

の
な
り
、
藪

に
於

て

か
比
較
的

小
規
模

の
銀

行

の
蔚

め

に
代
理
交
換
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右
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條
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庄

の
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入
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存
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佛

ふ
こ
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資
本

金

五
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萬

弗

以
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も
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以
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五
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機
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な
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會
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に

し

て

簿

組

合

銀

行

は

各

】
名

の

代

表

に
隈
ら
れ
其
資
本
金
叉
は
資
本
金
及

び
荊
償
金
の
高
が
五
十
萬
弗
な

・

下
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・
舟

・
・
轟

享

規
・
第
三
歎
第
愚

者
を
出
し
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手
髪

盆
醗

の
舞

事
項
を
決
議
す

ξ

近
く
採
用
し
た
る
規
定
ド
住
れ
ば
紐
冑
州
の
法
律
に
基
き
組
織
さ
れ
…

の

ご
す

、

総

會

の
決

議

に
從

ひ

之

が

費

行

機

關

・こ

し

て

.

た
る
信
託
會
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A
届
の
規
窺
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従

ひ
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A
H
負

π
ろ
こ
と
か
得
べ

委

員
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、

委

員

、

監

事
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書
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等

を

握

く
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阪
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∩暑
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。・、
曽

。
p
耳

.戸一・
。
『

。
聾
℃
劉
毘
一
.
…p星

m二
巴

p炉

た

る

金

額

に

慮

じ

て

組

合

銀

行

に

賦

課

す

る

も

の

ε

革
嚢
蓉
箏
露
華
瀞
』欝

麓
擁
難
籏
纏
綿
臆藤
響

騰

規
賊

賜

討
慨

醗
徽

蛮
照

)

(註
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∩
〔自

¢
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一三
冒Φ
設
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・

い【二
青

〔ロユ
晃

節
曇
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塾
.O
い

δ

多
O

蕪
蒸
無
雑
講
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離
縫
難
蕪
雛
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6
μ
息
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一
p
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=

げ
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苗
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①
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亭

①

Ω

ぐD
p
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=
o
窺
①
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冨

=

げ
o
ご
o
さ
日
①

如

斯

組

合

銀

行

が

手

形

交

換

所

を

設

立

し

て

其

目

的

的
コ
幽

弓
国
難

9
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。
誤

"
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雑

鎌

手

形

交
換

厨
制

疲
論

(
二
)

.

旨
o
コ
げ
①
「
㎝
げ
四
一一
匿

く
o

器
再

ε

けゴ
o

Ω

臼

「ぎ
開
国
o
需

ゆ
♂
=
ず
o
・

罷

邑

甚

}雪

.
(
〉
葺

く
一
5

代
理
交
換
々
委
託
す

る
も
の

は
毎
年

「
千
弗
か
前
金
に
て
嘗

組
合
に
支
佛

ふ
こ
ε
々
要
す
。

固
くゐ
曙

昌
o
守
目
o
ヨ
げ
①
「
喜

⇒
犀

o
「
一話
鼻
唄三
8

琴
宅

軌
『
霧

「?

田
津
亀
「
①
9
亀
目
σq
凶田

霞
oげ
田
畠
賦
醗

チ
『o
月面
プ
節
目
①
ヨ
げ
q

o
州
説
明
o
I

∩
ド
臨
o
口

口。炉
巴
一
思
蘭
楓
8

チ
φ
》
のu・o
o
貯
二
8

昏
〇
四
日
8
曵

○
器

9
2
蜀
昌
仏
自
o
巴
暗
い
"
コ
⇒
口
p一ぐ

弦

p
幽
く
,
只
o
・
.(》
}

一図
・
oO
8
・
巴

第

二

歎

手

形

交

換

の
方

法

次

に

手

形

交

換

の
順

序

及

び

交

換

尻

決

済

方

法

に
就

き

て

見

る

に

、

暑

國

手

形

交

換

所

の

聞

に

大

に

其

趣

を
.

異

に

す

る

も

の

あ

り

、

継

れ

こ

も

各

・國

手

形

交

換

所

は

組

倉

銀

行

に

於

て

支

佛

ふ

べ

き

手

形

小

切

手

及

び

各

手

形

交

換

所

に

於

て

交

換

に
付

す

べ

き

こ

ご

を

許

さ

れ

た

る
證

券

は

総

て

之

を

手

形

交

換

所

に

於

て

交

換

す

べ

く

、

直

接

之

を

支

梯

銀

行

に
就

巻

て

取

立

つ

る

こ

己

を

禁
止
書

、
(麟
蕩
簾
顯
難

懸

塑
骨
醸
量

こ
れ
蓋
し
當
然
の
規
定
に
し
て
、
手
形
交
換
開
始
の
目

的
を
完
全
に
達
せ
ん
己
す
る
に
は
最
も
必
要
な
る
こ
己

な
り
、
若
し
此
規
定
な
し
ε
せ
ん
か
組
合
銀
行
鳳
他
行

宛

の
手
形
小
切
手
は
之
を
手
形
交
換
所

に
於

て
決
済
せ

塾

す
・
も
亦
幕

吏
潔

行
に
就
き
叢

立
つ
。
も

、

第
十
趨

(第
四
號

一
二
八
)

五
八
二

其
自
由
な
る
を
以
て
、
各
銀
行
は
不
時

の
取
立
に
射
し

て
資
金
の
準
備
を
な
さ
穿
る
べ
か
ら
季
、
斯
く
の
如
さ

は
手
形
交
換
所
設
立
を
無
覗
し
た
る
も
の
に
し
て
共
経

済
よ
の
不
利
益
實

に
大
な
り
ピ
云
は
ざ
る
べ
か
ら
季
、

故
に
上
述

の
如
き
直
接
取
立
の
禁
止
規
定
は
頗

る
重
要

な
る
も
の
な
り
。

前
述
の
如
き
手
形
交
換
の
順
序
及
び
交
換
決
済
方
法

は
沓
國
手
形
交
換
所
に
よ
b

て
異
な
る
ε
錐
も
、
吟
之

を
大
別
し
て
三
種
琶
な
す
ご
ε
を
得

べ
し
、
即
ち
↑
英

ラ

ラ

国
法
、
二
米
国
法
、
三
折
衷
法
、
.是
な
b
、
而

し
て
英

国
法
ε
は
、
英
国
手
形
交
換
所
井
に
巴
里
手
形
交
換
所

に
於
て
行
ふ
胱
の
も
の
に
し
て
、
米
国
注
ご
は
、
米
国

各
地
手
形
交
換
所
に
於
て
採
用
す

る
厨
の
も
の
な
り
、

之

に
反
し
て
我
邦
及
び
濁
逸

に
於
け

る
各
手
形
交
換
所

は
折
衷
法
に
験
し
、
即

ち
英
米
二
注
の
長
短
を
斟
酌
し

て
其
制
度
を
定
め
た
ざ
も
の
に
し
て
、
交
換
の
手
繧
差

額
決
済
の
方
法
等
頗

る
完
備
せ
み
も

の
ε
云
ふ
べ
し
黛

↓
、
英
国
法
。

倫
敦
手
形
交
換
所

に
於
て
は
、
交
換
時

町
中
組
合
銀
行
ば
他

の
組
合
銀
行
宛
手
形
小
切
手
を
受

取
る
讐

、
幾
回
募

く
瞳
逢

之
を
手
形
交
換
所
に
.

.

、

可



P

持
出
し
、
又
手
形
交
換
所
に
於
て
受
入
れ
た
る
手
形
小

切
手
は
直
ち
に
之
を
自
行
に
持
躁
り
、
斯
く

の
如
く
交

換
時
間
中
は
間
断
な
く
交
換
方
を
往
復
せ
し
め
、
最
後

に
其
貸
借
を
合
算
し
て
交
換
尻

の
決
済
を
行
ふ
も
の
ε

す
、
(註
ご

藪
に
於
て
倫
敦
手
形
交
換
所

の
交
換
方
法

に
撮
る
時
は
、
、其
日
に
振
込
ま
れ
た
る
手
形
小
切
手
を

直
ち
に
手
形
交
換
所
に
持
出
し
交
換
を
附
す

る
こ
ε
を

得

べ
く
、
叉
返
戻
す

べ
き
手
形
を
同
日
速
に
返
還

し
得

る
利
益
あ
れ
こ
も

、
之
が
矯
め
手
形
交
換
所

の
混
雑
は

實
に
名
状
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
あ
b
ε
云
ふ
、
加
之
交

換
聴
間
中
は
手
形
交
換
所
ε
銀
行
ε
の
問
を
常
に
往
復

す
る
が
散
に
、
手
形
交
換
所
よ
り
近
距
離

に
あ
る
銀
行

に
あ
ら
ざ
れ
ば
組
合
銀
行
に
加
盟
ず
る
こ
ご
困
難

な
る

べ
く
、
倫
敦
に
於
て
代
理
交
換

の
大
に
獲
達

せ
る
も
亦

之
に
基
因
す
る
こ
ご
多
.し
ε
。

次
に
倫
敦

に
於
け
る
交
換
尻
決
濟
方
法
を
見
る
に
、

頗

る
完
備
せ
る
も

の
に
し
て
紐
育
の
決
済
方
法
に
優
る

こ
ξ
云
ふ
を
挨
た
亦
、
蓋
し
倫
敦
に
於
て
は
手
形
交
換

所
組
合
銀
行
は
何
れ
も
中
央
銀
行
た

る
英
蘭
銀
行
に
當

座
勘
定
を
開
か
し
め
、
手
.形
交
換
所
に
於
け

る
交
換
差

雑

録

手
形
交
換
所
制
度
論
〔二
)

訪

額

の
決
済
は
、
総
て
英
蘭
銀
行
の
振
替
方
.法
に
因
る
も

の
ざ
せ
り
、
故
に
倫
敦
に
於
て
は
手
形
貸
借
の
決
済
に

.

當
り
現
金
を
受
授
す
る
こ
ε
を
要
せ
ざ
る
な
b
、
暴
れ

實

に
交
換
尻
決
済
方
法
・こ
七
て
最
も
進
歩
し
た
る
も
の

に
し
て
、
各
国
手
形
交
換
所

の
之
に
徹
ふ
も
の
頗

る
多

し
ご
す
。
〔註
二
)

ラニ
、
米
国
法
。

紙
背
手
形
交
換
所
に
於
て
は
、
各
組
合

銀
行
は
其
前
日
並
に
同
日
交
換
開
始
前

に
振
込
ま
れ
た

る
手
形
小
切
手
を

}
接

し
、
聴
聞
を
定
め
て
唯

一
回
之

を
手
形
交
換
所
に
持
倒
し
、
之
を
振
宛
銀
行
に
配
布
し

て
直
ち
に
変
換
決
済

に
着
手
す

べ
し
、
此
方
法
は
秩
序

整
然
た
る
も
の
に
し
て
、
倫
敦
手
形
交
換
所
に
於
け
る

が
如
き
混
雑
を
來
す
ご
・し
な
し
、
又
組
合
銀
行
は
敢
て

手
形
交
換
所
に
近
き
も
の
を
限
る
の
要
な
し
、
紐
育
に

於
け
る
交
換
方
法
は
最
も
完
全
な
る
も
の
に
し
て
、
我

邦
及

び
凋
逸
の
各
・手
形
.交
換
所
之
に
徹

ふ
も
の
多

し
。
皿

之
に
反

し
て
紐
育
に
於
け
る
交
換
尻

の
決
済
方
法
は

極
め
て
不
完
全
嬢
る
も
の
ε
云
は
ざ
る
べ
か
ら
ネ
、
蓋

し
米
国
に
於
て
は
中
央
銀
行
ε
し
て
沓
銀
行
の
上
に
特

立
す
る
機
闌
な
く
、
.從
て
英
国
其
他
に
於
け
る
が
如
く

第
十
巻

λ
第
四
號

}
ご
九
)

五
八
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罐

雑

録

手
形
交
換
所
制
度
論
(二
)

振
替
方
法
に
よ
り
て
交
換
尻
を
決
済
す
る
能
は
ざ
る
が

故

に
、
紐
育
其
他
各
国
手
形
交
換
所

に
於
て
は
交
換
差

額
に
相
當
す
る

現
金
を

受
授
し
て

決
済
せ
ざ
る
を

得

す
、
而
し
て
交
換
尻
は
金
貨
、
金
貨
證
券
叉
は
法
貨
の

資
格

を
有
す
る
紙
幣
を
以
て
決
済
せ
ざ
る

ぺ
か
ら
ざ
る

こ
ピ
は
手
形
交
換
所
規
約
の
定
む
る
所
な
れ
こ
も
、
爾

此
受
授
を
避
け
ん
が
矯
め
に
、
或
は
貨
幣
を
封
印
し
て

受
授
し
、
或
は
負
債
を
負

へ
る
銀
行
に
於
て
所
謂
支
配

人
小
切
手

(ヨ
雪
国
㈹
興

6冨
穿
)
な
る
も
の
を
振
出
し
て

債
券
を
有
す
る
銀
行
に
交
付
し
、
或
は
無
利
子
に
叉
は

利
付
に
て

一
時
の
貸
借

ε
し
地
口
の
交
換
差
額
を
待
て

之
を
決
済
し
、
成
る
可
く
現
金

の
受
授
を
省
く
の
方
策

を
取

る
こ
ざ
、
爲
れ
り
、
殊
に
近
時
置
く
行
は
る
、
方

法
は
組
合
銀
行
よ
り
皿塚
め
手
形
　父
換
所
委
員
會

へ
正
栩貝

又
は
法
貨
の
資
格
あ
る
紙
幣
を
預
入
れ
、
之
に
謝
し
て

手
形
交
換
所
證
券

(
G
舞
ユ
夷

国
。
易
Φ
。。
旨
一嘗
卑
①
切
)
な

る
も

の
を
受
取
り
之
を
決
済
の
用

に
供
す
る

一
事
に
し

て
、

一
八
八
四
年
六
月
改
正
の
手
形
交
換
所
規
則
第
十

七
條

に
之
を
規
定
し
爾
来
實
施
す
、
撚
れ
こ
も
此
等

の

方
法
は
其
振
替
方
法
に
劣
る

べ
き
は
盲
ふ
を
俟
た
ざ
る

第
十
巻

,(第
四
號

=
二
9

五
入
四

所

な

り

、

近

時

米

國

に

於

て

も

、

中

央

銀

行

設

立

の

議

盛

な

る

を

以

て

、

愈

其

設

立

せ
ら

れ

た

る

暁

に

於

て

は

米

国

手

形

交

換

所

は

、

現

今

の

不

完

全

な

る

決

済

を

改

め

て

中

央

銀

行

に

於

け

る

振

替

方

法

を

探

る

べ

き

は

疑

を

容

れ

ざ

る

所

な

り

。

(註

三
}

三

、
折

衷

注

。
・
右

に
述

べ
し

雨

注

は

互

に

長

短

得

失

あ

b

、
.英

国
[法

に

於

て

は

交

換

尻

決

済

の
方

法

簡

…捷

な

る

も

交

換

方

法

複

雑

な

る

を

冤

れ

す

、

之

に

反

し

て

、

米

国

法

に
於

て

は

交

換

方

法

に

於

て

秩

序

整

然

輕

妙

な

る

を

得

心
き

も

交

換

尻

の

決

済

に
於

て

甚

だ

迂

遠

の

識

を

冤

れ

ざ

る

な

り

、

我

国

及

び

濁

逸

の

如

き

は

中

央

銀

行

あ

り

、

加

ふ

る

に

英

国

の

如

く

藍
閏
慣

の

存

す

る

な

く

、

英

米

両

法

の

長

短

を

斟

酌

し

て

其

制

度

を

定

め

し

を

以

て

、

交

換

方

法

及

び

交

換

尻

決

済

方

法

共

に

頗

る

完

備

せ

り

ご

謂

ふ

べ
し

。

・
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雑

録

手
形
交
換
所
制
凌
論
(二
)

彿
ふ

べ
き
手
形
小
切
手
は
自
行
に
於
て
支
佛
ふ
・べ
き
も

の
`
同
じ
(
英
貨

に
任
ナ
.る
も

の
ご
せ
b
。

第

　
の
主
義

鳳
.、
東

京
手
形
交
換
所

の
採
用
す

る
所

に
し
て
其
代
理
交
換
に
關
す
る
規
約

に
よ
れ
ば
、
組
合

銀
行
が
代
理
交
換
を
な
さ
ん
ε
す
乃
時
は
所
定

の
書
式

に
よ
b
其
旨
を
.委
員
に
申
出
季

べ
し
委
員
は
之
を
総
會

の
議
に
附
し
其
許
否
を
決
す
惹
も
の
ご
す
、
(東
京
手
形
交

換
所
規
則
第
五
+
二
条
)

ε
あ
b
て
別
に
受
託
銀
行
の
責
任

,に
っ
き
規
定
す

る
所
な
し
ご
錐
も
、
受
託
銀
行
は
委
託

銀
行
に
於
て
支
彿
ふ
べ
き
手
形
小
切
.手
を
便
宜
上
交
換

す
る
迄
に
し
て

別

に
責
任
を
有
せ
す
ε
す

る
主
義
な

b
、
只
代
理
交
換
の
委
託
銀
行
は
保
護
ε
し
て
壷
萬
圓

の
国
債
證
券
を
受
託
銀
行
に
差
入
れ
必
要
に
慮
じ
て
受

託
銀
行
を
し
て
之
を
庭
分
せ
し
む
る
も
の
ご
す
、

南
京

手
形
交
換
所
規
則
第
五
+
三
條
一
徳

っ
て
委
託
銀
行
が
受
託
銀

行
に
入
金
を
怠
り
不
渡
手
形
を
生
ぜ
し
め
た
る
塒
は
、

受
託
銀
行
は
右
保
護
額
迄
は
捨
保
品
を
威
労
し
て
支
蜘

を
駕
す

べ
し
ε
錐
も
、
そ
れ
以
上
の
金
額
に
鉗
し
て
は

何
等
損
害
を
蒙

る
こ
ご
な

か
る

べ
し
。

第
二
の
主
義
は
、
大
阪
京
都
神
戸
等
の
各
　手
形
交
換

儀
即十
巻

(第

四
號

「、三
二

)

五
八

占ハ

所

に
於
て
採
用
す
る
所

に
し
.て
、
代
理
交
換
の
受
託
銀

行
は
、
委
託
銀
行
に
於

て
支
彿
ふ
べ
き
手
形
.小
切
手
及

び
諸
證
券

に
謝
し
て
は
総
て
其
責

に
任
す
る
も
の
ε
せ

り
、
(大
阪
手
形
交
換
所
規
約
第
六
+
八
墜

故

に
若

し
交
換
尻

決
済
後

に
於
て
委
託
銀
行
が
入
金
を
怠
り
た
る
場
合
に

は
、
受
託
銀
行
は
其
手
形
を
返
戻
す

る
こ
ざ
を
得
事
、

共
闘
係
は
全
く
受
託
銀
行
ε
委
託
銀
行
ざ
の
間

に
止
ま

り
、
受
託
銀
行
が
豫
め
委
託
銀
行
よ
b
受
取
b
た
る
交

換
捲
保
を
庭

分
し
て
街
足
ら
ざ
れ
ば
受
託
銀
行
は
自
ら

其
損
失
を
負
憺
せ
ざ
る

べ
か
ら
季
、
藪

に
於
て
組
合
銀

行
は
組
合
艸
の
銀
行
の
爲
に
代
理
交
換
を
な
す
を
躊
躇

す

る
の
傾
向
あ
り
、
現

に
大
阪
に
於

て
は
銀
行
集
會
所

組
合
銀
行
に
し
て
交
換
所
組
合
銀
行
.に
加
盟
せ
季
.
叉

代
理
交
換
を
も
委
託
せ
ざ
る
銀
行
少
な
か
ら
ざ
る
を
以

て
見

て
も
、
大
阪

に
於

て
代
理
交
換
開
始
の
頗
る
困
難

な
る
を
知
る
べ
し
、
而

し
て
其
原
因
は
主
・じ
し
て
代
理

交
換

の
委
託
銀
行
ε
受
託
銀
行
ε
の
責
任
關
係
に
基
く

も
の

・
如
し
。

惟
ふ
に
、
受
託
銀
行

に
何
等
の
責
任
を
負
は
し
め
ざ

る
塒
は
.
組
合
銀
行
は
何
時

に
て
も
代
理
交
換
の
委
託



O
騨

'

に
慮
挙
る
を
以
て
、
多
藪
の
銀
行
が
交
換
所
を
利
用
す

る
の
利
益

め
れ
ご
む
、
受
託
銀
行

は
動
も
す
れ
ば
委
託

銀
行

の
選
澤
を
輕
ん
じ
て
不
渡
手
形
を
多

か
ら
し
む
る

を
以
て
、
組
合
銀
行
に
損
害
を
及
ぼ
す

こ
ご
な
し
ε
せ

す
、
黙
れ
こ
も
假
令
規
定
上
に
於
て
は
受
託
銀
行
に
責

任
な
し
ξ
す
る
場
合
に
於
て
も
.
實
際
上
に
あ
b
て
は

受
託
銀
行

・し
委
託
銀
行
`
の
間

に
.特
種
の

關
係
を
生

じ
,
前
者
を
所
謂
親
銀
行
後
者
を
子
銀
行

ε
呼
び
、
親

銀
行
は
自
然
子
銀
行
を
擁
護
す
る
の
地
位

に
立
ち
、
受

託
銀
行
は
委
託
銀
行
に
謝
し
徳

謝
上
全
然
無
責
任
な
る

.
こ
ざ
を
得
ざ
る
な
b
、
之
に
反
し
て
受
託
銀
行
に
責
任

あ
b
ビ
ず
る
主
義

に
よ

る
も
、
實
際
上
受
託
銀
行
が
損

失
を
蒙
る
こ
ε
却
て
稀
な
り

`
云
ふ
、
蓋
し
受
託
銀
行

は
手
形
変
換
所
委
員
長
の
許
諾
を
得

れ
ば
直
ち
に
代
理

交
換
を
解
約
す

る
こ
ε
を
得

(大
阪
手
形
交
換
所
規
約
第
六
+

九
條
}
る
も
の
な
れ
ば
、
委
託
銀
行
を
危
険
な
り
ε
認
む

れ
.ば

遅
滞
な
く

代
理
交
換
を

停
止
す

る
こ
ざ
を

得

べ

し
,
而
し
て
孕
素
代
理
を
委
託
せ
ら
れ
當
座
取
引
を
な

す
以
上
は
、
受
託
銀
行
は
常

に
委
託
銀
行
の
業
務

に
注

意
し
、
.危
険
の
疑
あ
れ
ば
他
に
先
ち
て
之
を
知
る
こ
ε

雑

録

手
形
交
換
所
制
度
論

(
二
)

を

得

べ
き

を

以

て

、

破

綻

の

現

は

れ

た

る

後

に

始

め

て

之

が

解

約

を

な

す

が

如

き

は
實

際

之

な

か

る

べ

し

、
'
呪

や

受

託

銀

行

は

是

等

の

危

険

に

謝

し

卒

素

よ

り

相

恋

の

澹

保

品

を

徴

す

る

に
於

て

お

や

。

'

由

是

麟

之

、

変

換

所

規

約

を

以

て

受

託

銀

行

に

責

任

あ

り

だ

す

る

も

、

拵

文

之

な

し

ご

す

る

も

、

實

際

上

の
結

果

に

於

て

は

大

差

な

か

る

べ
く

、

代

理

交

換

強
目
及

の

瞠
侃

紳

よ

り

之

を

見

れ

ば

、

寧

ろ

其

規

約

に

於

て

は

受

託

銀

行

に

責

任

を

猿

は

し

む

る

の

必

要

な

き

が

如

し

。
エ
(註

)

〔註

一

纏
育
手
形
交
換
所
規
則
第
九
欺
第
五
項

に
於
て
は
受
託
銀
行

に
.

責
任
海
員
に
し
め
交
換
所
丙
の
行
帰

に
劃
し

て
は
穂
て
自
己
に
属
す

ろ
取
引

ミ
同

一
の
責
任
な
有
す

う
も
の
ピ
し
荷
叉
此
責
任
に
代
理
解

約
通
告
の
翌
日
の
交
換
結
了
ま
で
解
除
ぜ
ら
れ
ざ
る
こ
ご
＼
ゼ
q
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雑

録

手

形
交

換

所
制

度
論

一
二
)

o
コ

竃

目
o
邑

一品

口
実

「
♂
自
o
妄
一品

子
①

吋①
8

冒

o
{

,
a

8

0
h

島
田
08

帥
冒

窪

8

0
陣

四
曙

m
ロ
臼

品

曾

身

■

(〉
「
斤・
一×
・

ω
①
ρ

巴第

⊥ハ
肋即

地
方
山女
絶
い

地
方
交

換

(∩
。
巨
耳
図
・Ω
雷
「ヨ
じq
)
ε
は

、
手
形
交

換

所
所
在
地

以
外

の
銀
行

の
た

め
に
組
合

銀
行
が
代
理
交

換

を
な
す

を
云

ふ
。

畠

抑

々
地

方
交
換

は
、

一
八
五

八
年
既

に
英
國

に
於

て

開

始

す
べ
し
ε

の
説

あ
.b
た

る
も
、
そ

の
愈
開
始

を
見

る

に

至

り

し

は

、

英

国

銀

行

家

。,
剛こ

。
ぎ

ぎ

σ
げ
8

パ
.

が
、

一
八
六
五
年
統
計
學
會

に
於
て
、
地
方
交
換

に
閲

す

る
講
演
を
な
し
た
る
に
基
け
る
も
の
な
り
、-
爾
來
倫

敦
手
形
交
換
所
は
、
午
前
ご
午
後
の
二
回

に
行
ひ
來
り

し
手
形
交
換
に
加
ふ
る
に
、
正
午
を
以
て
地
方
交
換
を

行
ふ
こ
ご
、
な
り
、
全
英
国
資
金
調
節
上
に
人
な
る
貢

献
を
な
せ
り
。-

、

我
国
に
於
け
る
地
方
交
換
問
題
は
、
明
治
三
+
五
年

⊥
ハ
月
池
田
謙
三
氏
が
地
方
交
換
建
議
案
な
る
も
の
を
提

出
し
、
當
時
頗
る
識
者

の
注
意
を
惹
き
之
が
實
施
を
望

む
者
勘
か
ら
ざ
り
し
が
、
種
々
の
障
碍
あ
り
て
遂

に
實

第
十
巻

(第
四
號

】
三
四
)

五
八
八

行
の
運
に
至
ら
肇
し
て
止
め
り
、
其
主
な
る
理
由
は
1

當
時
纒
濟
状
態
伺
幼
稚
に
し
て
地
方
手
形
小
切
一千
の
流

通
す

る
も

の
鮮
か
り
し
ε
、
2
地
方
銀
行
は
中
央
柔
於

け
る
組
合
銀
行

に
預
託
す

べ
き
交
換
尻
決
済
資
金
.に
窮

せ
し
こ
ピ
、
3
地
方
交
換
開
始
は
不
渡
手
形
を
増
加
せ

し
む

べ
し
ご
の
虞
あ
b
し
こ
ε
是
な
り
、
其
後
地
方
交

換
に
關
す

る
調
査
委
員
を
設
け
、
其
報
告

に
依
り
準
備

出
.來
次
第
之
を
開
始
す
る
こ
ξ
に
決
定
し
た
る
も
、
今

に
及
ん
で
街
其
貸
行
を
見

る
に
至
ら
す
、
是
れ
手
形
交

換
の
利
用
を

一
般

に
普
及
せ
し
め
全
國
資
金
の
調
節
を

計
お
上
よ
り
見
れ
ば
、
甚
だ
遺
憾
の
こ
ε

、
謂

は
ざ
る
.

べ
か
ら
ず
。

斯
く
の
如
く
東
京
手
形
交
換
所

に
於

て
は
、
時
勢

の

墜
遷
ε
共

に
地
方
交
換

の
必
要
を
認
め
、
之
が
實
施
を
.

な
ざ
ん
ε
す
る
も
の

、
如
し
、
而
し
て
現
今

に
於
て
は
、

地
方
交
換

の
實
施
必
し
も

人
な
る

困
難
を

見
ざ
る
べ

し
。

-

蓋
し
我
邦
経
濟
状
態
は
旧
進
月
歩
の
勢
を
以
て
進
歩

し
、
殊

に
地
方
商
業
は
漸
次
獲
達
し
、
從

っ
て
地
方
小

切
手

の
中
央
都
市
に
流
通
す

る
も
の
及
び
中
央
都
市

の

17)Gilbart,TheHistory,PiinciplesandPraciticeofBanking,vol.IT.p・326

1昌)Wm,H.Kni缶n,ThePracticalWorkofABank,p.162.C.H.Systems

lntheworld,p.27.J.G.Cannon,ClearingHouses,p62-68



㌔

小
切
手

に
し
て
地
方
に
流
通
す

る
も
の
亦
益

々
増
加
す

途
を
講
寄
れ
ば
、
不
渡
手
形
の
増
加
は
之
を
豫
防
ず
る

る
に
至
れ
り
、
薙

に
於
て
か
中
央
及
地
方
銀
行
間

に
於

こ
ご
を
得
可
き
な
り
、
斯
く
の
如
く

】
方

に
は
東
京
手

け
る
手
形
上
の
貸
借
關
係
を
地
方
交
換

に
よ
り
て
決
済

形
交
換
所

に
於
て
そ
が
實
行
の
計
豊
あ
り
、
叉
他
方

に

す
る
の
必
要
に
迫
れ
り
。
.

・
.
.

於
て
は
時
勢
の
攣
遷
に
從
ひ
て
地
方
交
換

の
必
要
を
増

次
に
交
換
尻
決
済
の
問
題
左
難
も
、
地
方
銀
行
が
地

進
し
た
る
ε
共

に
、
之
が
開
始
に
俘
ふ
諸
種
の
障
碍
を

方
交
換
に
由
り
て
生
す

べ
き
鼓
果

の
人
な
る
赴
の
あ
る

減
少
せ
し
を
以
て
、
之
が
實
施
を
見
る
は
蓋
し
近
き
將

こ
ε
を
思

へ
ば

甚
だ
容
易
な

る
問
題
な
る

べ
し
、
蓋

來
な
る

べ
し
ご
信
ず
。

し
地
方
交
換
の
開
始
に
依
り
て
地
方
銀
行
は
従
来
の
如

第
七
節

手
形
交
換
所

に
於
け
る
制
裁

く
多
額
の
為
替
資
金
を
準
備
す
る
こ
ご
を
要
せ
す
、
又

第

一
歎

不
渡
手
形

に
封
ず
る
制
裁

地
方
交
換
に
依
り
て
地
方
商
業

の
獲
達
を
促
進
し
、
從

、
手
形
交
換
所

に
持
出
し
起
る
交
換
手
形
は
之
を
受
入

て
生
す

る
銀
行
利
益
の
増
加
を
知
ら
ば
、
地
方
銀
行
が

れ
た
る
銀
行
に
於
て
其
支
彿

に
慮
す
る
を
以
て
原
則
ε

寧
ろ
少
額
の
交
換
尻
決
済
資
金
を
中
央
都
市
銀
行

に
預

な
す

べ
し
、
撚
れ
こ
も
共
受
入
銀
行
は
或
は
預
金
不
足

託
す

る
が
如
き
は
甚
だ
軽
微
な
る
犠
牲

ε
去
は
ざ
る
べ

の
爲

め
或
は
爲
替
資
金
缺
乏

の
爲
め
或
は
手
形
の
偽
造

か
ら
す
。

攣
造

の
矯
め
文
成
は
全
然
取
引
關
係
を
有
せ
ざ
る
者

よ

ま
た
不
渡
手
形
獲
生
の
問
題
の
如
き
は
敢
て
憂
ふ
る

り
手
形
を
振
宛
ら
れ
た
る
矯
め
等
の
理
由

に
因
り
て
交

に
足
ら
ざ
る
べ
し
、
即
ち
組
合
銀
行
が
地
方
銀
行
の
信

換
所

に
於
て
受
入
れ
た
る
手
形
小
切
手

の
中
共
支
彿
を

用
状
態
財
産
歌
呪
等
を
充
分
に
調
査
し
、
其
加
入
を
嚴

拒
緬
す

べ
き
こ
ご
あ
る
べ
し
、
之
を
稽
し
て
手
形
の
不

に
す

る
ピ
共
に
、
地
方
銀
行
を
し
て
其
得
意
先
の
撰
定

渡

(望
・・『
。
冒
話
匹
暮
β
・
ρ

丙
。
け『
旨

亀

9
①
ρ
ま
)
ざ
云

に
周
到
な
る
注
意
を
彿
は
し
め
、
叉
不
渡
手
形
を
振
出

ふ
、
手
形
の
不
渡
は
交
換
所

に
於
け
る

】
大
不
詳
事
に

し
た
る
が
如
き
商
人
に
射
し
て
は
、
充
分
な

る
制
裁
の

し
て
手
形
交
換
事
業
の
獲
違
を
妨
害
す
る
こ
ε
甚
だ
大

雑

録

手
形
交
換
所

度
論
(二
)

第
十
巻

(
第
四
號

一
三
五
)

五
八
九

曲



r

雑

録

手
形
交
換
所
制
度
論

(二
)

な
る
も
の
あ
り
ご
す
、
故

に
交
換
所

に
於
て
は
種

々
の

.

方
策
を
講

じ
て
不
渡
手
形

の
獲
生
を
防
ぎ
交
換
所

の
健

塗
な

る
獲
達
に
務
め
ざ
る
べ
か
ら
沓
。

而
し
て
英
米
諸
国
の
如
く
信
用
夙

に
腰
達
し
商
業
道

徳
大
に
普
及
せ
る
所
に
あ
b
て
は
交
換
所

に
於
て
不
渡

　

手
形
を
見
る
こ
ε
極
め
て
稀
な
b
巴
云
ふ
、
今
各
国
に

累大同 同 国同 同同 同同 同大 同大 月正 正
正
入 八 七
韓 年 年年 年 年年 年年 牟華 年

。皇百船講 精 読静

嚢 叢 萎1　
夷0ゼ 七 三 へ 轟OO一A七 四

liii諜灘1

第
+
巻

(第
四
號

=
二
六
)

五
九
Q

.

於
け
る
不
渡
手
形
の
統
計
を
比
較
参
照
す
る
こ
ε
は
頗

る
興
味
あ
る
問
題
な
り

`
…蛙
も
外
囲
に
於
て
は
不
渡
手

形
の
統
計
を
獲
表
せ
ざ
る
が
故
に
遺
憾
な
が
ら
之
を
知

る
こ
ε
を
得
す
。

.

故

に
以
下
東
京
外
五
箇
交
換
所
の
不
渡
手
形
の
統
計

　
及
第

年
鉾

を
示
歪

止
・
を

隼

。

横

濱

京

都

前

月

)
一
.

ー

ー

枚

数

金
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】一
、
閥
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・
O
穴
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六
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八
三
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δ
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子

五
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署

会

、
ム
9
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大

兄

九
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五
五
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囲
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、
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竺
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、
七
二
O
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五
元
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五
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丁
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　石
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四
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六
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層
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八
九
亨
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六

二
六
.

一
四
、
四
〇
一
.九
〇

二
三

一一晃

、
六
突

・
交

我
邦
各
地
交
換
所

の
不
渡
手
形
に
關
す
る
規
約
を
見

.

る
に
、.
何
れ
も
精

細
を
極
め
諸
.外
国

の
制
裁
規
約

に
比

し
て
遙
か
に
嚴
重
な
る
が
如
し
、
足
れ
我
邦
の
銀
行
制
.

牧

磁

金

額　

美

里

、ル
一三
人
く

　西

四
ル
、美
く
商
八

四
〇
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抽
一
二
。
虹
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λ
五
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四
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元

へ
ニ
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、
孔
九
四
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誉

届
蕊

八
一
、六
く
ゼ
盈
六
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一
〇
、
玉
響
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告

一
五

一
ゼ
、
六
八
力
・六
〇

五
二

ニ
六
三
九
二
五

二

H天

一
六
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=
↑
O
二
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0

二
四
二
、
八
一百

λ
昌

枚
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金
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茜

、
「三
↑

一八

西
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五
皿
⊥
完

超
嬬
、七
四
.一.
一
〇

コ

、
=

七
二
石

一
四
、
八
五
一
.
一
唱

言

、
穴
へ
八
・
企

乱
へ
、
冨=
」「
・
盃

一
望

矢

声
・
翌

二
七
δ

O
↑

〇
三

二
、
二
四
(
。
昌
三

五
、署

予
湘
0

昌
E
、
瓢
四
(
.
九
〇

　iiiiii　　　

年

E
、E
文

・
三

一互
O
ズ
へ
、0
杢
↑
春

度
は
創
立
以
來
比
較
的
年
所
を
経

る
こ
ご
少
な
く
諸
般

の
法
規

に
よ
b
て
銀
行
業
務
を
指
導
獲
達
せ
し
め
ん
ε

す
る
傾
向
め
る
に
も
因
る
べ
し
ご
雌
も
我
邦
に
於
け
る



血

不
渡
手
形
獲
生
の
頻
繁
な
る
に
基
因
す
る
所
多

し
`
云

ふ
べ
し
。
惟
ふ
に
手
形

の
偽
造
攣
造

を
な

し
若
一
は
全

然
取
引
關
係
を
有
せ
ざ
る
者

に
毀
し
て
手
形
を
振
出
す

が
如
き
は
勿
論
或
は
預
金
不
足
叉
は
爲
替
資
金
缺
乏
の

爲
め
不
渡
手
形
を
生
牽
ろ
が
如
き
は
商
業
者

の
背
徳
不

謹
慎

に
基

く
、
言
を
俟
た
ざ
る
所
な
り
。
.

故
に
不
渡
手
形

の
獲
生
を
防
止
せ
ん
こ
す

る
に
は
商
.

業
者
を
し
て
商
業
道
徳

の
必
要
を
自
毘
せ
し
む
る
ざ
共

に
荷
も
如
斯
背
徳
者
を
生
じ
た
る
時
は
交
換
所
は
組
合

銀
行
を
し
て
之
ε

「
切
の
取
引
を
禁
止
し
大
に
肚
曾
の

制
裁
を
加
ふ
る
こ
ε
を
必
要
ε
す
可
し
。
前
述

の
如
く

不
渡
手
形

は
商
業
者

の
背
徳
行
爲

に
基
因
す
る
こ
ξ
勿

論
な
b
ε
雌
も
之
を
他
方
よ
り
見
れ
ば
斯
く
め

如
き
背

徳
者

ε
取
引
を
な
し
た
る
銀
行
に
於
て
も
亦
大
に
責
任

を
有
す
る
も
の
こ
云
は
ざ
る
可

か
ら
す
、
蓋
し
銀
行
が

新

に
商
業
者
ご
取
引
を
開
始
せ
ん
ε
す

る
に
當
り
て
は

得
意
先

の
撰
澤

に
愼
重
な
る
注
意
を
佛
ひ
其
性
格
財
産

の
状
態
業
務
の
種
類
及
び
其
瞥
葉
坂
等
を
審
査
し
取
引

開
始
の
後

に
於
て
も
絶
え
中
共
信
用
状
態
に
注
目

し
若

し
之
を
危
険
な
り
ぜ
認
む
れ
ば
何
時

に
て
も
直
ち
に
其

雑

録

手
形
交
換
所
制
度
論
(二
)

取
引
を
拒
絶
す

る
こ
ε

、
す
れ
ば
其
銀
行

の
取
引
先
よ

.

り
不
渡
手
形
を
獲
生
ず
る
が
如
き
は
殆
ん
ご
其
跡
を
絶
.

っ
に
至
る

べ
し
、
燕

る
に
我
邦
の
現
状
を
見
お
に
銀
行

は
競
争
の
結
果
得
意
先
を
撰
澤
す
る
逞
な
く
取
引
申
込

あ
れ
ば
唯

々
諾
々
ε
し
て
直
ち
に
之
ε
取
引
を
開
始
す

.

る
も

の
尠
し
ご
せ
す
、
斯
く
て
商
業
者

ほ
容
易
に
銀
行

　
ロ

ざ
取
引
を
開
始
し
得
る
の
結
果
或
は
資
力
以
上
過
當
に

事
業
を
櫃
張
し
或
は
投
機
に
走
り
信
用
を
濫
用
す
る
に

至
る

べ
し
、
而
し
て
朝

に
銀
行
ε
取
引
を
開
始
し
ダ
に

不
渡
手
形
を
獲
行
ず
る
が
如
き
は
必
ず
し
も
稀
な
り
ご

ぜ
す
ご
云
ふ
、
然
る
に
銀
行

は
之
を
以
て
猫
b
得
意
先

の
罪
に
締
し
自
己
は
敢
て
關

せ
ざ
る
も
の

、
如
ヌ
悟

ご

し
て
恥
ぢ
歩
ε
云
ふ
を
聞
て
は
實
に
驚
.咳
の
外
な
ぎ
な

り
、
現
今
肚
會
の
最
も
重
要
な
る
金
融
機
關
た
る
商
業

銀
行
が
自
己
の
盛
衰
は
勿
論
延
て
は
経
済
界
の
獲
蓬

に

も
犬
な
る
關
係
を
有

丁
べ
き
得
意
先
の
撰
定
に
斯
く
の

如
く
輕
卒
な
る
は
寒
ビ心
に
堪

え
ざ
る
所
な
り
。

現
今
我
邦
交
換
所
規
則
に
依
れ
ば
不
渡
手
形
を
登
行

し
な
る
者
に
劉
し
て
は
其
制
裁
ε
し
て
取
引
拒
経

の
庭

分
を
な
し
組
合
銀
行
は
三
年
間
其
者

蓬
取
引
を
な
す

こ

第
十
巻

(
第
四
號

一
三
七
》

五
九

一

炉

」



、

「
、

雑

鍛

手
形
交
換
所
制
度
論
(二
)

垂

得
ざ
る
も
の
巻

り
、

(談
離

離
翻
羅
騨

畑
蹴
)
而
し
て
組
合
銀
行
は
取
引
停
止
期
間
内
に
於
て
其

者

ご
取
引
を
開
始
す
る
時
は

一
定
の
制
裁
を
受
く
る
も

の
ざ
す
れ
こ
も
組
合
銀
行
が
自
己
の
得
意
先
よ
b
屡

々
.

不
渡
手
形
を
腰
行
ず
る
も
東
京
及
び
廣
島
交
換
所

に
於

[

て
は
之
に
謝
し
て
何
等

の
制
裁
を
加
ふ
る
の
途
な
し
、

然
お
に
手
形
の
不
渡
は
組
合
銀
行
が
其
得
意
先
撰
澤
の

不
注
意
よ
り
主
事
る
こ
ε
多
き
こ
ご
前
述

の
如
し
ざ
す

れ
ば
自
行

の
得
意
先
よ
り
不
渡
手
形
を
生
じ
た
る
銀
.行

に
謝
し
て
は
相
當

の
制
裁
を
加
ふ
る
は
適
嘗
の
方
策
ご

謂
は
ざ
る
可

か
ら
す
、
此
黙
に
關
し
て
大
阪
棘
戸
及
び

京
都
の
各
交
換
所
規
約
を
見
る
に
支
佛
銀
行
に
撤
し
不

渡
手
形
を
生
じ
た
る
時
は
委
員

の
決
議
を
経
て
拾
圓
以

上
参
拾
圓
迄
わ
泄
怠
金
を
徴
す

る
規
定
あ
り
、
(
大
阪
手

形
交
換
所
規
約
第
⊥
八
十

}
條
)
是
れ
實

に
當
然
.の
規
定

ど
謂

ふ
べ
き
な
り
。

以
下
我
邦
に
於
け
る
不
渡
手
形
に
關
す
る
制
裁
の
沿

革
を
馨
逃
し
次
に
現
行
各
地
交
換
所

に
於
け
る
制
裁
的

規
約

の
大
要
を
比
較

せ
ん
ε
す
。

我
邦
銀
付
鼻
に
於
け
る
不
渡
手
形
に
聞
す
る
制
裁
規

第
+
巻

〔第
四
號

=
二
八
U
.
五
九
二

約
は
明
治
+
二
年
東
京
銀
行
集
會
所
の
前
身
た
る
揮
善

へ

會

の
制
定
せ
し
割
引
手
形
不
渡
考
慮
分
方
法
な
る
も
の

に
始
ま
る
、
其
規
定
の
要
項
左
の
如

し
。

.

一
、
探
書
會
同
盟
諸
銀
行
中
割
引
手
形

の
取
付
を
な

,

す

に
於
て
其
手
形
不
渡

に
露
す

る
も
の
あ
れ
ば
能

,
く
之
が
事
由
を
明
か
に
し
て
本
會
幹
事
銀
行
に
報

告
す

る
を
要
す
。

一
、
右
ネ
渡

に
臨
す
る
原
因
は
凡
て
左
に
列
羅
す
る
.

三
個
の
事
情
に
係
れ
り
ε
す
。

第

一
、
名
宛
人
引
受
を
な
さ
ゴ
る
に
付
、
之
を
振

出
人
に
報
じ
振
出
人
共
返
金
を
怠

る
時
。

第
二
、
名
宛
人
支
挽
を
引
受
け
て
後
期
日
に
至
b

て
之
を
支
彿
は
ざ
る
時
。
.
.

第
三
、
名
宛
人
既

に
其
支
撹
を
怠

る
に
付
之
を
振

出
入
に
蝦

じ
て
其
返
金
を
促
せ
し
に
振
出
人
に

於
て
も
亦
之
を
怠

る
時
。

此
跡
荷
許
多
の
事
情
に
由
る
も
の
あ
り
ご
難
も
右

'

三
個
の
例
を
推
せ
ば
皆
以
て
其
不
信
看
た
る
を
指

定
す
る
を
得
可
し
。

一
.
右
不
信
潜
血
る
を
木
曾
幹
事
銀
行

に
報
告
す
る

に
於

て
は
其
姓
名
居
所
族
籍
及

び
手
形
面

の
金
額

を
記
載

し
て
以
て
蓮
卸
す
る
を
要
す
。

一
、
幹
事
銀
行
に
於

て
右
破
損
銀
行
の
報
告
を
得

る

,

の



」、

時
は
之
を
騰
寫
し
郵
便
を
以
て
同
盟
銀
行
に
韓
報

し
同
盟
相
互
に
該
不
信
者
に
向
て
割
引
又
は
貸
付

金
等
を
取
扱
は
ざ
る
べ
.し
。

「
、
撚

り
ご
難
も
同
盟
銀
行
は
該
不
信
者
よ
り
し
て
.

通
常
本
篇
替
及
び
預
け
金
等
の
依
頼
あ
れ
ば
之
を

引
受
け
て
取
扱
ひ
而

し
て
其
金
額
及
び
手
纏
等
速

に
該
銀
行
に
密
報
す

べ
し
。

「
、

}
且
不
信
者
の
通
知
を
な
し
て
後
復
其
義

務
を

遂
ぐ
る
に
於

て
は
其
關
係
銀
行

は
更
に
其
趣
を
幹

事
銀
行

に
通
達
し
幹
事
銀
行
よ
り
速
に
之
を
同
盟

銀
行
に
報
告

す
可
し
。

其
後
.明
治
二
十
年
東
京
手
形
交
換
所
設
立
以
来
銀
行

家
は
熱
、心
に
信
用
取
引

の
漿
顧
を
試

み
た
る
結
果
手
形

交
換
所
も
漸
次
獲
達
せ
し
が
交
換
高

の
増
加
す
る
に
從

ひ
支

彿
資
金
な
き
に
濫
り
に
小
切
手
を
振
出
↓
又
は
融

通
手
形
を
濫
蛮
し
て
信
用
取
引
上
の
徳
義
を
紫
観
す
る

も
の
漸
く
績
出
し
手
形
交
換
所

の
獲
達
に

一
大
頓
挫
を

見

る
に
至
れ
り
、
藪

に
於
て
手
形
交
換
所
は
明
治
二
十

七
年
始
め
て
之
が
制
裁
を
設
け
斯
か
る
不
徳
義
を
な
し

た
る
も
の
に
謝
し
て
爾
後
組
合
銀
行
中

一
切
取
引
を
停

止
す
る
こ
ご

＼
な
し
其
榔
度
之
を
組
合
銀
行

に
内
報
せ

り
、
其
規
定
左

の
如
し
。
「

雑

.録

手
形
交
換
所
制
度
論

(二
)

」
、
支
彿
資
金

な
き
手
形
又
は
小
切
手

に
し
て
取
引

銀
行

の
拒
絶

に
よ
り
不
渡

ざ
な
り
た
る
も
の
あ
る

時
は
之
を
拒
ま
れ
た
る
銀
行
よ
け
書
面
を
以
て
其

住
所
姓
名
及
び
金
額
を
銀
行
集
會
所

に
告
知
す

べ

し
、
銀
行
集
會
所
速
に
其
趣
を
同
盟
銀
行
に
通
知

.

す

べ
し
。

一
、
同
盟
銀
行
は
前
項
の
通
知
を
受
け
だ
る
者
に
謝

し
て
自
今

「
切
取
引
を
な
す
こ
ご
を
許
さ
季
、
但

し
追
て
拒
絶
し
た
る
銀
行
よ
b
本
人
の
信
用
恢
復

し
た
る
事
實

を
告
知
し
た
る
時
は
従
前

の
如
く
取

引
を
な
す

こ
ご
を
得
可
し
。

斯
く

の
如

く
手
形
交
換
所
は
不
渡
手
形
に
釧
す

る
制

裁
を
制
定
せ
り
ε
雌
も
爾
年

々
不
渡
手
形
を
増
加
し
た

る
が
是
れ
當
塒
は
日
清
戦
争

の
後
を
承
け
経
濟
異
は
俄

然
活
魚
を
呈
し
企
業
勃
興
し
投
機
流
行
し
た
る
際

に
し

て
從
て
信
用
薄
弱
な
る
手
形
を
盛

に
流
通
せ
し
に
因
る

べ
し
、
藪
に
於
て

一
般
手
形
に
資
し
疑
惧

の
念
を
生
じ

信
用
取
引
漸
く
頽
廃
せ
ん
こ
せ
し
か
ば
手
形
交
換
所
は

不
渡
手
形

に
閲
す

る
制
裁
を

一
層
嚴
に
し
明
治
三
十
二

年
四
月
差
の
規
約
を
決
議
實
行
ず

る
に
至
れ
り
。

一
、
手
形
の
支
撹
を
拒
ま
れ
た
る
腓
は
銀
行
よ
り
直

ち
に
書
面
を
以
て
其
手
形
振
出
人

(爲
替
手
形
に

第
十
巻
.
(第
四
號

一
三
九
}

五
九
三

」



雑

鋒

手
形
交
換
所
制
度
論
(二
)

於
て
は
支
挑
人
)
の
住
所
姓
名
職
業
金
額
及
び
拒

、
絶

の
事
實
・を
東
京
手
形
交
換
所
に
届
出
歩

べ
し
、

東
京
手
形
交
換
所
は
直
ち

に
之
を
組
合
銀
行
及
び

代
理
委
託
銀
行
に
報
告
す

べ
し

二
、
第

一
項
の
場
合
に
於
て
拒
ま
れ
た
る
銀
行
は
其

事
件
に
關
す

る
事
實
を
調
査
し
敢
引
停
止
の
必
要

な
し
ε
認
め
た
る
聴
は
必
ネ
翌
日
午
後
三
時
迄
に

共
理
由
を
具
し
東
京
手
形
交
換
所
に
届
出
づ

べ
し

.
東
京
手
形
交
換
所
は
左
の
届
出
め
り
た
る
時
は
直

ち
に
之
を
組
合
銀
行
及
ぴ
代
理
委
託
銀
行
に
報
告

す

べ
し
。

三
、
組
合
銀
行
及
び
代
理
交
換
委
託
銀
行
は
第
二
項

の
報
告

な
き
塒
は
第

一
項

の
報
告
に
係

る
も
の
に

謝
し
自
今

}
切
取
引
を
な
す
こ
ε
を
得
率
。

四
、
前
項
の
慮

分
を
受
け
だ
る
も
の
に
射
し
元
の
取

.

引
銀
行
叉
は
組
合
銀
行
よ
ゐ
其
者
の
信
用
恢
復
し

・
た
る
事
實
を
具
し
真
庭
分
解
除
を
東
京
手
形
交
換

所

に
請
求
し
た
る
時
は
東
京
手
形
交
換
所
は
組
合

銀
行
集
會
の
議
に
附

し
出
席
銀
行
年
数
以
上
の
同

意
を
以
て
之
を
解
除
す
る
こ
ご
を
得
。

五
、
東
京
手
形
交
換
所
組
合
銀
行
及
び
代
理
交
換
委

第
十
巻

(第
四
號

}
四
〇
)

五
九
四

託
銀
行
は
明
治
二
十
七
年
九
月
以
来
東
京
銀
行
集

會
所
に
於
て
取
引
停
止
威
勢
を
受
け
た
る
者

に
射

し
て
も
常
体
之
を
拒
絶
す

べ
き
も
の
ε
す
。

次
に
明
治
三
十
七
年
九
月
の
例
會

に
於
て
手
形
交
換

所
組
合
銀
行
は
商
取
引
上
の
徳
義
信
用
を
重
ぜ
ん
が
た

め
其
取
引
先

に
於
て
萬

一
商
業
上
の
徳
義
を
毀
損
し
信

冊
を
害
す
る
の
行
爲
あ
る
者
に
劃
し
て
は

.
切
取
引

を

爲
さ
穿
る

」こ
ε
に
決
せ
り
、
即
ち
、

}
、
停
止
庭
分
を
受
け
其
後
家
族
叉
は
使
用
人
等
の

名
義
を
以
て
更
に
當
座
取
引
を
開
き
た
る
も
の
、

二
、
手
形
債
務
者
手
形
行
爲
に
鉄
欠
あ
る
を
口
實
ざ

し
て
其
支
彿
を
拒
絶
し
た
る
も
の
。

三
、
法
律
上
破
産
慮

分
を
免
れ
ん
が
爲
の
破
産
前

に

其
管
渠
を
塵
止
し
π
る
も
の
。

四
、
財
産
を
隠
匿
す

る
の
目
的
を
以
て
管
業
組
織
を

攣
更

し
た
る
も
の
。

斯
く
の
如
く
手
形
交
換
所
の
不
渡
手
形
に
關
す

る
制

裁
的
規
定
漸
次
厳
重
ε
な
り

一
時
大
に
不
渡
手
形

の
獲

生
を
減
少
す

る
に
至
り
し
が
近
年
再
び
増
加

の
傾
向
あ
・
.

b
。
次
に
本
邦
各
地
手
形
交
換
所

に
於
け
る
不
渡
手
形



、

ラ

ラ

に
關
す
る
規
約
帥

ち

一
不
渡
手
形
の
返
戻
時
間
、
二
支

く

ラ

ラ

く

彿
銀
行

に
封
ず

る
懲
罰
、
三
不
渡
の
警
戒
、
四
不
渡
虚

ラ

ラ
く

く

分
、
五
不
渡

の
届
出
、
⊥
ハ
不
渡
庭
分
の
取
消
及
び
解
除

等
に
就
き
て
見
る
に
大
艦
に
於

て
殆

ん
ご

、一
致
し
唯
細

目
に
多
少
の
差
異
を
認
む
る
に
過
ぎ
ウ
。

之
を
要
す

る
に
不
渡
手
形
の
獲
生
は
商
業
者
の
背
徳

行
為
に
基
く
は
勿
論
な
め
`
錐
も
其
取
引
銀
行
の
不
謹

愼
も
亦
大
に
之
が
原
因
を
な
す
も
の
な
b
、
故
に
不
渡

手
形
を
減
少
せ
し
め
ん
ε
す

る
に
は

】
方

に
於
て
商
業

者

の
背
徳
行
爲
を
罰
す

る
ε
共

に
他
方
に
於
て
は
該
銀

行
の
不
謹
愼
を
詰
責
せ
ざ

る
可

か
ら
す
、
而
し
て
之
が

制
裁
の
規
定
は
我
邦
の
如
く
未
だ
信
用
を
重
ん
越
ざ
る

も
の
多
き
所

に
於
て
は
特

に
之
を
厳
重
に
す
る
の
必
要

め
り
、
・故
に
本
邦
各
地
手
形
交
換
所
に
於
て
も
比
熱
に

深
く
留
意
し
不
渡
手
形
の
減
少
を
圓
る
は
刻
下
の
急
務

ご
謂
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
・

第
二
歎
.
誤
算
遅
刻
及
び
缺
席

に
封
ず
る
制
裁

手
形
交
換
所
は
短
時
間
内
に
於

て
短
大
の
金
額
を
決

済
す
る
所
な
る
を
以
て
其
手
形
交
換
の
手
績
は
敏
活

に

し
て
而
も
錯
誤
な
き
を
要
す
、
之
を
以
て
各
国
皆
之

に

雑

録

手
形
交
換
所
制
度
論
(Hじ

關
す

る
規
定
を
設
け
交
換
手
績
の
敏
活
を
妨
げ
錯
誤
を

生
枯
七
む
る
者
に
射
し
て
注
意
、
譴
責
、
罰
金

の
制
裁

を
付
す
る
こ
ε

、
せ
b
、
我
国
の
手
形
交
換
所
に
於
て

も
亦
之
に
關
ず
る
規
定
あ
b
、
即

ち
左
の
如

し
G

一

遅
刻
署
一
は
誤
謬

に
饗
す

る
制
裁

交
換
方
が
交
換
開
始
時
刻
を
過
ぎ
て
参
着

し
た
る
游

又
は
交
換
添
表

に
誤
謬
の
記
載

を
寫
し
た
る
時
又
は
交

換
差
額
表
に
誤
謬
の
記
載
を
駕

し
決
算
結
了
後
十

分
を

過
ぐ

る
も
術
其
誤
謬
を
凝
見
せ
ざ
る
時
は
其
銀
行
よ
り

過
怠
金
武
圓
を
徴
牧
す
、

(東
京
手
形
交
換
所
規
則
第
五
十
條
、

大
阪
手
形
交
換
所
規
約
第
六
+
五
條
、
第
六
+
六
條
参
照
)
但
し
共
謀
,

謬
が
他
銀
行
よ
り
交
付

せ
ら
れ
た
る
交
換
添
表
の
記
載

明
確
を
映
き
た
る
に
基
く
場
合
に
於
て
は
監
事
は
其
程

度

に
慈
じ
本
僚

の
過
怠
金
を
相
手
方
の
銀
行
よ
b
徴
牧

し
着
く
は
讐
方
よ
り
等
分
に
徴
敬
す
る
こ
ξ
を
得

`
せ

り
。
〔東
京
手
形
交
換
所
規
則
第
五
十
條
但
書
)

荷
交
換
方
が
交
換
差
額
表
の
提
出
を
遅
延

し
た
る
ξ

き
叉
は
交
換
差
額
表
に
誤
謬
の
記
載
を
爲
し
決
算
の
結

了
を
渥
延
せ
し
ぬ
た
る
時
、
又
は
交
換

に
閲
す
る
書
類

の
文
字
咀
確
を
触
き
た
る
が
矯
め
に
他

の
銀
行
の
計
算

第
十
巻

(第
四
號

一
四
ご

五
九
五

〆



}

E

雑

繰

手
形
交
換
所
制
度
論
(
二
)

を
誤
ら
し
め
た
る
時
、
叉
は
交
換
差
引
表
其
他
本
規
則

に
依
転
交
換
方
の
作
成
ず

べ
き
交
書
を
正
當

に
作
成
せ

ざ
る
時
は
其
銀
行
よ
り
過
怠
金
登
園
を
徴
敬
す

る
こ
ご

こ
せ
り
。
(東
京
手
形
交
換
所
規
則
第
五
+
一
條
〕

蓋
し
手
形
交
換
の
決
算
は
當

に
貸
借
相
季
均
せ
ざ
る

べ
か
ら
ざ
る
も
の
に
し
て
若
し
決
算
相
平
均
せ
ざ
る
に

於
て
は
何
れ
か
交
換
方
の
計
算

に
錯
誤
あ
る
を
示
す
も

の
な
り
、
而
し
て
此
錯
誤
は
縫
合
交
換
方
の
誤
算
な
る

も
亦
其
金
額
が
如
何
に
小
額
な
る
も
絡
計
算
に
不

一
致

を
来
し
、
爲
に
其
錯
誤
の
明
白

こ
な
る
に
至

る
迄
は
全

交
換
方
を
し
て
其
計
算
の
調
査
を
繰
返

さ
し
め

「
交
換

方

の
錯
誤
の
矯
め
に
全
膿
に
饗

し
て
少
な
か
ら
ざ
る
不

安
ε
無
用
の
手
数
且
っ
煩
雑
を
惹
起
せ
し
め
徒
む
に
交

換
の
澁
滞
を
來
さ
し
む
る
も
の
な
ザ
、
之
を
以
て
交
換

方
の
計
算
に
錯
誤
あ
る
塒
は
我
国
に
於
.け
右
が
如
く
軍

に
之
を
其
銀
行

に
通
知
す
る
に
止
め
す
交
換
方
に
相
當

の
罰
金
を
課
す
る
は
當
を
得
た

る
も
の
な
カ
、
而
し
て

我
国
の
手
形
交
換
所

に
於
て
は
計
算
に
錯
誤
め
る
を
嚢

見
す

る
聴
は
直
ち
に
其
原
因
を
明
瞭
に
し
日

々
交
換
の

決
済
を
正
確
に
終
了
す

ε
雌
も
英
国
の
如
き

は
其
錯
誤

回.

第
十
巻
.

〔第
四
號

一
四

二
∀

五
九
六

の
金
額
千
倍
以
下
な
る
賠
は
其
調
査
修
正
.を
坎
日
に
譲

・

り
得
る
こ
ε
」
す
。

、紐
育
手
形
交
換
所

に
於
て
は
罰
金
ば
十
弗
よ
b

一
端

迄

の
範
園
に
於
て
反
則
の
欲
情

に
依
り
各
・差
等
あ
り
ご

難
も
怠
慢
者
に
よ
り
て
甚
し
く
交
換
を
遅
延

せ
し
め
た

る
場
合
に
於
て
は
罰
金
を
二
倍
叉
は
四
倍
す

る
の
規
定

あ
り
。

二

五
分
以
上
邊
刻
に
封
ず
る
制
裁

く交
換
開
始
の
時
刻

よ
り
五
分
を
過
ぎ
交
換
方
の
参
着

し
た
る
時
は
過
怠
金
武
圓
を
徴
放
し
其
銀
行

の
持
出
手

形
は
當
日
の
交
換

に
加
ふ
る
こ
ご
を
許
さ
季
、
遅
刻
十

分
以
上
な
る
恥
は
缺
席
ご
見
倣
す
。

(策
疎
手
形
交
換
所
規

則
第
五
+
條
)

三

敏
席

に
封
ず
る
制
裁

.

組
合
銀
行
ヰ
正
當

の
理
由
な
く
し
て
交
換
所
に
缺
席

し
た
る
も
の
は
過
怠
金
百
圓
を
徴
牧
し

(東
京
手
形
交
換
所

規
則
第
四
十
八
條
ス
大
阪
手
形
交
換
所
規
約
第
六
十
四
條
、
過
怠
金
拾
回

心
徴
す
)
又
斯

か
る
場
合
に
於
て
ば
缺
席
銀
行
の
支
彿
義

務
あ
る
諸
手
形
に
射
し
現
金

の
取
付
を
な
す

こ
ご
を
得

せ
し
む
。

・
.

r
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